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成果分析【outcome】

目標指標の内容 目標の基準値 目標達成時期 目標値 目標達成のための具体的方法 【　現　状　】 【ギャップと対策】 ①達成値・実績値 ②取組・行動内容 ③目標達成による成果

（何を）
（目標設定時の状態・比
較実績）

（いつまでに）
（どの水準までどうする･達成後
の状態）

(具体的な取組・行動の内容・スケ
ジュールの概要など)

上期(4月～9月)の取組実績
(具体的活動・行動)

下期(10月～3月)に向けた課題と
取組の予定(具体的活動･行動)

（目標の達成状況・
現在の状態）

(目標達成のために
行った取組・行動)

(目標の達成による効果、
目標達成できなかった事由)

1
税
務
課

公平な課税(市民税） A
未申告者や未申告法人の
調査、呼出し、及び訪問に
よる申告相談の推進

【Ｈ26年度実績】
個人市民税未申告者数
　当初　　1,834人
　   2月末　503人
　解消率　72.6％
法人市民税
　当初　　50法人
　2月末　24法人
　解消率　48％

平成27年度末
個人市民税　解消率75％

法人市民税　解消率55％

◆個人市民税の未申告者
　5月から11月までの間、対象者へ
の通知送付による呼出し、自宅へ
の電話及び訪問等により個別に申
告相談を行う。
◆法人市民税
　実態調査を行い、税務署、総合県
税事務所と連携して情報交換（収
集）を行う

5月には国保有資格未申告者を対
象に呼び出し、郵送による所得照
会のほか、8月～9月には各地域局
との同時開催による、事業未申告
者を対象とした申告相談を実施し
た。
平成27年9月末現在
個人市民税未申告者数
　当初　　1628人
　  9月末　499人
　解消率　69.3％
法人市民税
　当初　　36法人
　 9月末　　7法人
　解消率　19.4％

個人市民税
電話での申告催告、窓口等での個
別の機会を捉えて申告指導する。
月毎の申告案内を継続するととも
に、未申告法人の実態調査を含
め、税務署と県税との連携・協力を
密にし、未申告法人の解消に取り
組む。

・個人市民税未申告者数
　当初　　　　1628人
　3/15現在　　376人
　　　　　　解消率　76.9%（達成）

・法人市民税未申告者数
　当初　　　　　52法人
　3/15現在　　31法人
　　　　　　解消率　40.4%（未達）

◆個人市民税
・5月…国保対象未申告者の申告相談
会実施
・8月…事業未申告者の申告相談実施
・10～11月…電話催促
◆法人市民税
・11～12月…個別訪問及び実態調査

　税負担の公平性・公正性を目的にして
いることから、引き続き、取組方法を改善
しながら解消に努める。

2
税
務
課

公平な課税(資産税） A
土地現況を反映しする仕組
みを作る

・航空写真による地目
確認への対応 1,533件
(内H26は62件）

・住宅地図による地目
確認への対応　0件

年度末

・航空写真による地目確認は、
情報が古いため終了

・住宅地図による地目確認への
対応
150件

・現況変化の把握
・公平な地目設定

・調査対象の抽出【完了】
 -土地現況　428件
 -住宅用地の変更　95件
 -新築　769件
 -滅失　1,192件

・調査対象の確認
　-課税台帳との照合確認
　-現地での確認

・調査結果を基に適切な課税
　-課税更正
　-当初賦課

・現況調査対応数1,797件【達成】
・課税内容再検討件数（95件）
　うち課税更正（8名・20件）

・既存課税情報を見直した
・現況調査を実施した
・現況と課税が一致しない場合、納税
義務者への課税変更の説明を行った

・調査対象を資料により絞ることで効率化
でき、前年比約27倍もの箇所を現況調査
できた。

・現況と課税が一致していない固定資産
の解消により、不公平の解消が進んだ。

3
税
務
課

相続人へのスムーズな課税 A
相続手続きの大切さを伝
え、新納税義務者への変
更をスムーズに行う

登記異動　19.9%
相続人代表 70.0%
合計 89.9%

年度末

登記異動　35.0%
相続人代表 55.0%
合計　90.0%

※登記異動に誘導することで相
続人代表は減

・相続人への案内方法見直し
・案内・受付の他課との連携

・加えて死亡者課税の是正も実施
・市民課、市民サービス課への協力
依頼
　-相続に関するパンフレット配布
　-死亡者課税是正の為の相続人
調査
・相続手続き未申請の方々への再
通知

・相続人調査の継続
・相続人調査結果の課税への反映

登記異動　174/820=21.2%
相続人代表　708/820=86.3%
合計 725/820=88.4.%(重複排除後)'

・登記手続きのパンフレットを死亡届
受付時に配布した（市民課・地域局）
・死亡者課税のうち滞納分を重点的に
相続人調査し滞納処分へ繋いだ
・相続人調査の協力を依頼（市民課・
地域局）し70件の戸籍調査と187件の
お知らせ通知をした

・目標値は達成できなかったものの、相続
手続の根本的解決である、登記異動処理
を増やすことができた。

・死亡者課税の是正が進んだ

4
税
務
課

業務の標準化 Ｂ
継続的に効率的で品質の
高い業務を遂行する仕組
みを作る

・業務の変化に未対応
のファイリング基準
・様式の複製乱立
・担当毎にバラツキの
可能性を残す業務フ
ロー
・当初賦課直後の混雑

年度末

・新ファイリング基準の作成
・全様式の見直しと複製禁止の
仕組み構築
・業務フローの整理と見える化
・チェックシートの導入

・ファイリング基準の見直しと整理
・様式の見直しと整理
・業務フローの見直しと整理
・勉強会の開催

・ファイリング基準の見直し【完了】
・様式の見直しと整理【完了】
・業務フローの見直しと整理【途中】
　 -登記異動チェック項目の整理(完
了)
 　-方針決定結果のリスト管理(完
了)
 　-長期案件のリスト管理(完了)
　 -保険税減免申請チェックシート
導入(完了)
　 -○住入力手順書作成（完了）
・家屋評点勉強会の開催【完了】

・業務フローの見直し
  -相続人調査結果の整理（収納課
連携）
  -非課税・課税免除・減免結果の
整理
  -家屋評価評点確認様式の見直し
　-当初課税業務振り返りシートに
　　基づいた業務改善

・5S活動による高品質を生む環境
維持

・ファイリング基準の見直し【達成】
・様式の見直しと整理【達成】
・業務フローの見直しと整理【達成】
 -登記異動チェック項目の整理(完
了)
 -家屋評価チェック項目の整理(完
了)
 -方針決定結果のリスト管理(完了)
 -長期案件のリスト管理(完了)
 -○住入力手順書作成（完了）
・チェックシートの導入
 -保険税減免申請チェックシート導
入【達成】

・年度途中の取組実績振り返りと課題
設定することで、改善のサイクルを２
回行った

・５Ｓ活動について、チェックと次週取
り組みの決定を、全員が週単位で交
代しながら、行うことで、当事者意識と
改善を継続した

・標準化の意識が課内に浸透した

・業務を単純化・仕組化することで、継続
的な業務の安定・効率化が進んだ

5
税
務
課

苦情、意見、問合せ等のリスト化と
活用

Ａ

苦情、意見、問合せをリスト
化し、それを分析すること
により今後の対応や業務
の改善に活用する。

・苦情、意見、問合せ等
の捉え方や対応には、
職員ごとにばらつきが
ある。
・また、それらを活用す
る仕組みがない。

年度末
・発生した事案のリスト化
　100％
・分析による改善案　3件

・EXCEL等を用いたリスト化及び定
量化
・改善案の検討及び地域局等担当
者への周知

・課苦情管理システム登録件数　20
件（9月30日現在）

・保険税当初賦課についての集計
実施
　苦情47件、意見9件、問合せ223
件
　9月末までに集計を完了した。

・今後は集計を分析し、その結果を
もとに様式や業務フローの見直し
等、業務改善の検討を行う（～12月
末）。

・苦情、意見、問合せのリスト化…
100％【達成】
・苦情、意見、問合せの分析…
100％【達成】
・改善案の業務改善への活用…5件
【達成】

・課苦情管理システム登録件数　29件
（3月22日現在）
・保険税当初賦課についての集計実
施
　苦情47件、意見9件、問合せ223件
　9月末までに集計を完了した。
・集計をもとに、解消率50％以上を目
標に改善案検討し実施した…5件（うち
2件は予算措置を伴うため、次年度以
降検討）。

・苦情、意見、問合せの集計・分析によ
り、これまで漠然と行っていた対応等を整
理でき、また今後の業務改善に活用する
ことができた。

市民生活部　税務課市民生活部　税務課市民生活部　税務課市民生活部　税務課 組織目標管理シート組織目標管理シート組織目標管理シート組織目標管理シート

№ 課室
所名

目標項目
難易度
(ABC)

目標達成の状況【output・input】目標に対する活動（上半期レビュー）目標の内容
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較実績）

（いつまでに）
（どの水準までどうする･達成後
の状態）

(具体的な取組・行動の内容・スケ
ジュールの概要など)

上期(4月～9月)の取組実績
(具体的活動・行動)

下期(10月～3月)に向けた課題と
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1
収
納
課

収納体制強化による収納率の向上 Ａ 現年分収納率

平成25年度
現年分収納率

①個人の住民税
   98.92％

②固定資産税
   97.48％

③国民健康保険税
   94.78％

年度末（出納閉鎖）ま
でに

平成26年度
現年分収納率

①個人の市民税
   98.93％

②固定資産税
   97.49％

③国民健康保険税
  94.79％

1)地域局税担当と一体となった収納
体制を構築するため、情報の共有
や打合せ会の実施、滞納処分等へ
の協力依頼
2)秋田県地方税滞納整理機構へ協
議案件の引継
3)新たな滞納者を抑制するため、現
年分滞納者へ納税交渉及び年３回
の催告書の発送
4)悪質滞納者の徹底的な財産調査
等を行い、換価可能財産の差押を
実施しする。
5)固定資産税の共有者に対する滞
納処分の実施
6)市報、市ホームページ、かまくらＦ
Ｍ等の活用

上期収納率_９月末（前年同期）
①個人の市民税
   46.78％（45.77％）
②固定資産税
   53.72％（53.32％）
③国民健康保険税
  33.53％（32.99％）

1)4/17収納課・市民サービス課税担当
者会議を開催し、出納閉鎖のお願いと
年間スケジュールの説明、意見交換等
を行った。また、5/13には市民生活
部・市民サービス課事務調整会議を開
催し改めて事務事業調整と情報共有
を行う。
2)秋田県滞納整理機構への処理依頼
　　50人、42,260,429円
3)毎月滞納者リストを作成し電話催告
等納税交渉を実施し新たな滞納者発
生を抑制した。8/3催告書4,908通の発
送を行った。
4)財産の差押　件数339人、
23,870,921円（内保育料108,162円）
5)共有者に対して、納税通知書の発送
を行い納付を促した。
6)市報、市ホームページ、かまくらＦＭ
等を活用し納期限について周知した。

1)11月に2回目の「収納課・市民
サービス課税担当者会議」開催予
定
2)引続き秋田県滞納整理機構へ処
理を依頼する。
3)引き続き、滞納者リストを基に納
税交渉と滞納処分を実施する。ま
た、今後発送予定（10月、12月、3
月）の催告書については、効果の期
待できる体裁としたい。
4)引続き財産の差押を実施する。
5)引続き共有者に対して納税通知
書を発送して、納付に至らない場合
は滞納処分を行う。
6)市報、市ホームページ、かまくらＦ
Ｍ等を活用し納期限について周知
する。市報11月号には滞納処分状
況等について掲載予定。

平成28年2月末時点
平成27年度達成値（前年同期）
　
①個人の市民税
   86.71％　（86.31％）　+0.40

②固定資産税
    96.91％　（96.61％）　+0.30

③国民健康保険税
    83.48％　（83.22％）　+0.26

・地域局との連携を密にするため税務
担当と年２回（4/17、11/27）打合せを
実施。
・滞納整理機構への処理依頼
  １次依頼36件　　　　24,758,656円
　１-2次依頼23件　 　  5,878,449円
  2次依頼14件　　　 　11,623,324円
　　　　　　　　　　　　 計42,260,429円
・滞納処分の実施
・催告書の工夫と発送
　8月（白）、10月（白）、12月（黄）、3月
（赤）を発送した。
・横手かまくらＦＭ『みんが知りたい税
 のミニミニ情報』を通じて納期限納付
 方法について情報提供した
・市報12/1号に市が行っている滞納
  解消への取り組み等について掲載
  した。
・3/24動産（除雪機１台）の公売実施

・現年分収納率については5月末の出納
閉鎖まで2ｹ月ほどあるため、最終収納率
は未確定である。目標値達成に向けて地
域局の協力も得ながら全体性で努力す
る。
・地域局税務担当との滞納者情報の共
有、連携を密にすることができた。
・滞納整理機構収納実績（H28.1末現在）
  13,824千円
・滞納処分の実績（H28.2末現在）
　48,728,319円（前年同期74,851,331円）

2
収
納
課

口座振替の推進 A 市税の口座振替利用率

平成26年度
全調定件数124,709件
口座加入済調定件数
55,330件
（利用率　44.37%）

年度末までに 利用率　４４．３８％

①口座振替申込書（はがきサイズ）
の活用（当初賦課時同封）
②納税貯蓄組合への口座振替利用
推進
③市報への掲載による口座振替推
進
④横手市ホームページ、かまくらFM
での口座振替推進

①納税通知書へ口座振替依頼書を
同封し発送
②6/11雄物川地域局納貯連研修会
時、口座振替をPR
③市報掲載による口座振替PR
④かまくらFM放送によるPR
  9月末振替率45.10%（前年同期
44.95%）

引き続き①～④を実施し、口座振替
利用率の向上を図る。

平成28年3月22日現在
全調定件数　122,969件
口座加入調定件数　54,722件
（利用率　44.50%）

①納税通知書発送時に口座振替申込
書を同封
②納税組合研修会時、口座振替をPR
③市報掲載による口座振替推進
④かまくらFMでの口座振替推進

①利用率は、目標値に達している。
②納税者に対して、納税のための時間と
手間が省けるなどの利点を説明したこと
などにより利用率が向上し、税の収納確
保にもつながった。

3
収
納
課

納税承継者（相続人）の特定 Ａ 納税義務の承継調査
納税通知後に死亡した
滞納者で納税義務が承
継されていない者

年度末までに 平成26年度の新規分等４４件 相続人調査の実施

・44件中
  承継済5人
  完納または納付中7人
  調査中4人
  未着手27人
  相続放棄1人

引続き相続人調査の実施

対象者４４人中（2月末時点）
　・相続人等の特定済　30人（68％）
　・調査中　　　　　　　 　 6人（14％）
　・未着手　　　　　　　 　 8人（18％）

法定相続人特定のため、関係自治体
へ戸籍、住民票等の照会を行い、そ
れを基に相関図等を作成し法定相続
人を特定した。また、相続放棄者につ
いて裁判所への確認作業を行った。
特定した法定相続人に対し納税義務
承継通知書を送付した。

納税義務者が亡くなっても納税の義務は
消滅せず義務が承継されるということを対
象者に周知された。また、固定資産税が
課税されている被納税義務者に対して
は、当手続きが持分相続権を承継させる
根拠と成り得るものとなり、次年度からの
固定資産税の課税が適正なものとなる。

4
収
納
課

債権収納管理一元化 Ａ
収納課に移管された市債
権

新規事業 年度末までに

保育料滞納繰越分１０１件

※給食費条例制定後、下水道
受益者負担金各移管準備出来
次第

滞納者の実態調査に基づいた滞納
整理

・保育料（強制徴収公債権）の債権引
継
　4/20　引継債権_H25年度以前分　対
象者_65人　債権額_10,301,920円
　6/18　引継債権_H26年度分　　　　対
象者_58人　債権額_  2,557,370円
・滞納処分実績　預貯金差押　3人　32
件　保育料_163,058円　督促料_3,100
円　延滞金_0円　合計_166,158円

・一元化の基となる、（仮称）横手市債
権の管理等に関する条例（案）を制作
規程内容に、「債権の放棄」及び「和解
等手続き等」に、議会側との協議案件
が含まれているため、両副市長、総務
部長、総合政策部長、市民生活部長、
市民生活部次長間で、方向性につい
ての事前協議を実施。
【決定事項】_事前に正副議長ならび厚
生常任委員会へ話をし反応をみる。
（10/13開催予定で調整中）

・強制徴収公債権である、
　下水道事業受益者負担金
　下水道事業受益者分担金
　集落排水事業受益者分担金
　浄化槽事業受益者分担金
　下水道事業区域外流入受益者負担
金
の引継ぎ協議に向けた所管課との調
整
※非強制徴収公債権及び私債権の引
継ぎは、債権の管理等に関する条例
が制定後となる。

・下記課題について、議会側との協議
が必要となるため、議会事務局を通じ
協議の場を設け今後の方向性を決め
る。
課題①；債権の放棄→条例規定（根拠
法令＿自治法第96条）
課題②；和解等手続き→専決事項（根
拠法令＿自治法第180条）

　平成２８年第１回横手市議会３月
定例会において「横手市債権の管
理等に関する条例」を議決いただい
た。施行年月日＿平成28年4月1
日。
　また、債権1件の上限額140万円
以下での、訴訟又は調停に関する
訴え及び市営住宅の家賃等の支払
い又は明渡しに係る訴えについて、
「議会の委任による市長の専決処
分事項の指定について」に新たに
指定いただいた。

１．債権所管課との債権管理条例検
討会を３回実施
　①平成27年7月23日
　②平成27年8月25日
　③平成27年9月16日

２．各常任委員会との債権管理等に
関する条例策定協議を５回実施
　①平成27年10月13日改選前厚生常
任委員会
　②平成27年11月04日改選前厚生常
任委員会
　③平成27年11月24日改選後厚生常
任委員会
　④平成27年12月10日総務文教常任
委員会
　⑤平成28年01月13日産業建設常任
委員会

市税の滞納処分の例により徴収する債
権、その他公法上の債権及び私法上の
債権に関する管理等の事務処理につい
て必要な事項が定められた。

目標に対する活動（上半期レビュー） 目標達成の状況【output・input】

市民生活部　収納課市民生活部　収納課市民生活部　収納課市民生活部　収納課 組織目標管理シート組織目標管理シート組織目標管理シート組織目標管理シート

№ 課室
所名

目標項目
難易度
(ABC)

目標の内容



■平成２７年度■平成２７年度■平成２７年度■平成２７年度

成果分析【outcome】

目標指標の内容 目標の基準値 目標達成時期 目標値 目標達成のための具体的方法 【　現　状　】 【ギャップと対策】 ①達成値・実績値 ②取組・行動内容 ③目標達成による成果

（何を）
（目標設定時の状態・比
較実績）

（いつまでに）
（どの水準までどうする･達成後
の状態）

(具体的な取組・行動の内容・スケ
ジュールの概要など)

上期(4月～9月)の取組実績
(具体的活動・行動)

下期(10月～3月)に向けた課題と
取組の予定(具体的活動･行動)

（目標の達成状況・
現在の状態）

(目標達成のために
行った取組・行動)

(目標の達成による効果、
目標達成できなかった事由)

1
市
民
課

社会保障・税番号制度（マイナン
バー制度）の市民理解と個人番号
カードの交付

Ａ

社会保障・税番号制度（マ
イナンバー制度）による通
知カード配布と個人番号
カードの交付

平成27年10月5日制度
施行

年度末
全市民に通知カード配布
申請者に個人番号カード交付

作業計画作成及び体制整備
10月から順次通知カードを郵送
28年1月から個人番号カードを市役
所窓口で交付

・情報政策課と共に広報活動を実
施（市報、FM、チラシ・パンフ配布、
庁舎に横看板設置）
・仮付番実施
・居所登録申請受付及び登録
・体制整備（予算措置）
・カード再交付手数料を規定

・10月から通知カード交付
・28年１月から個人番号カード交付
・通知カード不達対策実施

・広報活動（情報政策課と共同）
・個人番号付番
・通知カードの発送と不達対策
・再交付手数料条例整備
・個人番号カード交付

・歳入歳出予算の確保
・非常勤職員2名の採用
・事務担当選任と事務体制整備
・地域局市民サービス課との連携
・返戻通知カードの保管通知差出
・個人番号カードの交付に予約方法を
採用

・返戻通知カードの対策として転送有の通
知を送付したことにより、1,063通を再交付
した。
・個人番号カードの交付は予約方法を採
用したことにより、長い待ち時間や交付の
誤り防止ができた。

2
市
民
課

斎場の安全管理 Ａ
東部・南部・西部斎場の安
全管理と無事故

26年度は施設、霊柩車
とも無事故

年度末
斎場施設の安全
霊柩車の無事故

施設内の安全点検、業者との連携
霊柩車の日常点検実施
市民課職員と現場業務員の連携

・斎場三施設のメンテナンス実施
・霊柩車の点検及び運転前後の安
全確認実施

・斎場メンテナンスを継続実施し、安
全な業務を行う
・冬季の霊柩車運転には特に細心
の注意を払う

・斎場の事故なし
・霊柩車の事故なし

・炉、車両とも業務前後の点検と安全
確認を実施
・炉設備の保守と長寿命化のための
未然修繕並びに電気設備の保守点検
を継続実施
・西部斎場屋根工事実施
・現場と事務方との連絡徹底

・三斎場とも事故なく業務が遂行された。
・西部斎場は屋根工事により雨漏りが解
消されたと共に、玄関ホールを隔てていた
ガラスを撤去したことにより受付場所の拡
大利便を図った。

3
市
民
課

公金の適正な取扱い Ｂ
手数料及び使用料の誤り
ない取扱い

おつり３万円所有 年度末
毎日の手数料及び使用料の調
定額と現金の一致

公金取扱マニュアルに沿った取り扱
いを確認
お客様との現金の受け渡し時、言
葉に出して確認を行う
調定と入金納付確認を別人が行う

公金取扱マニュアルに沿って
・当日の収入と現金を毎日突合
・前日現金を翌日納入
・調定額、納付額書類を２人の責任
者が毎日確認

・公金取扱マニュアルに沿った取扱
いを継続する

・毎日の手数料及び使用料の調定
と現金の一致
・郵送請求における受領とおつりの
誤りゼロ

・公金取扱マニュアルに沿った取扱い
を行った
・お客様との現金受け渡しの際、言葉
を添えて行った
・小為替の取扱いは単独ではなく、２
名で行った
・職員の意見交換実施（２月）

・公金に対する職員の意識が明確化され
た。

4
市
民
課

お客様への良好な応対 Ｂ
対面や電話、郵送申請で
のお客様に良好な応対を
行う

お客様の評判は良い 年度末
お客様からよい印象、評価をい
ただける応対

毎日の打合せにおいて、失敗や成
功体験の共有を図り各自にいかす
職員研修に参加し、多方面の能力
アップを図り現場にいかす

・毎日の打合せを行うことにより、情
報共有を図った
・来客応対の仕方をコンプライアン
ス活動のテーマに設定して話し合い
を行った
・応対に関する冊子を購入し学習し
た

・引き続き、毎日の打合せを行う
・マイナンバーに関する問合せに最
低限のことは職員誰でも答えられる
よう常に情報の提供と共有を行う

・窓口や電話において良好な応対
実施

・係ごとに毎日打合せを実施した
・マイナンバーについて問合せに答え
られるよう職員間の情報共有を図った
・職員の意見交換実施…４月「クレー
ム対応」、５月「お役所仕事につい
て」、10月「不正・不祥事の防止」

・担当業務における事務研修や人事面で
の研修参加がお客様への説明の仕方、
応対に活かされた。
・係内での打合せで情報の共有を図り、
直接担当が不在でも対応が可能である。

5
市
民
課

各市民サービス課との連携 Ｂ 情報の共有
市民課と各市民サービ
ス課との情報共有

年度末
各市民サービス課でも市民課と
同様の情報を所持

市民課と市民サービス課との住基
研修会を年2回実施
戸籍月例会に各市民サービス課か
らも出席
各庁舎巡回を行い意見交換実施
情報の随時提供

・４月４日　端末操作説明会
・６月18日　市民サービス課長会議
・８月20日　マイナンバー説明会
・市民課・市民サービス課窓口研修
に延２名参加
・本庁と市民サービス課と常時情報
連携を図っている

・10月　通知カード事務処理説明会
・12月　個人番号カード事務処理説
明会
・市民課窓口研修を継続実施
・情報共有の継続実施
・窓口研修を継続

・市民サービス課との情報共有、連
携が取れた
・各庁舎巡回による意見交換は未
実施

・マイナンバー説明会及び研修会…
4月4日、8月20日、11月20日、12月10
日、1月14日、1月26日
・市民サービス課長会議　6月18日
・市民サービス課職員の市民課窓口
研修…6月30日、7月10日、10月28
日、12月8日

・どの地域でも本庁と同様の手続きができ
るように、研修会や会議への出席などに
より連携が取れた。
・各市民サービス課への巡回を予定して
いたが、訪問程度しかできず、十分な意
見交換をするまでには至らなかった。

目標に対する活動（上半期レビュー） 目標達成の状況【output・input】

市民生活部　市民課市民生活部　市民課市民生活部　市民課市民生活部　市民課 組織目標管理シート組織目標管理シート組織目標管理シート組織目標管理シート

№ 課室
所名

目標項目
難易度
(ABC)

目標の内容



■平成２７年度■平成２７年度■平成２７年度■平成２７年度

成果分析【outcome】

目標指標の内容 目標の基準値 目標達成時期 目標値 目標達成のための具体的方法 【　現　状　】 【ギャップと対策】 ①達成値・実績値 ②取組・行動内容 ③目標達成による成果

（何を）
（目標設定時の状態・比
較実績）

（いつまでに）
（どの水準までどうする･達成後
の状態）

(具体的な取組・行動の内容・スケ
ジュールの概要など)

上期(4月～9月)の取組実績
(具体的活動・行動)

下期(10月～3月)に向けた課題と
取組の予定(具体的活動･行動)

（目標の達成状況・
現在の状態）

(目標達成のために
行った取組・行動)

(目標の達成による効果、
目標達成できなかった事由)

1

国
保
年
金
課

・第3期国保財政健全化計画の維持
と
　国保制度改正に対応した市国保
運営の将来調査・検討

・マイナンバ-制度への対応調査

A

第3期国保財政健全化計画
推進と国保制度改正の影
響調査や検討を行う。

マイナンバー制度による保
険証発行業務の実際につ
いて

現行の国保制度と平成
30年度の国保制度につ
いて比較

マイナンバーカードと保
険証の一体化につい
て、国の内容は未定

年度末

新国保財政健全化計画（第3期）
で決定した保険料負担の維持
に向けて、新制度の調査検討を
段階的に実施

マイナンバーカードと保険証の
一体化について具体的な内容を
調べる。

・年度データ及び将来推計と試算を
行いながら、平成30年度からの、国
保運営都道府県化の制度改正の内
容と影響を調査
・国・県交付金制度変更の確認と試
算検証対応

・国のマイナンバー制度について調
査・情報収集を進める。

・県が開催した会議に参加し、国保
制度改革による現在の状況と対応
についての情報収集や意見交換を
実施した。

・マイナンバー制度の研修会（仙台・
秋田）に職員が参加し制度の内容
を研修した

・国の制度改正に伴う詳細がまだ未
定のため、逐次情報を収集するとと
もに、県や他市町村との情報交換
を実施

・年金情報とマイナンバーの連動
は、法律により2年遅れのため今後
も国の情報収集に努める。

・上期に続き下期も県が開催した会
議に参加し、国保制度改革による
現在の状況と対応についての情報
収集や意見交換を実施した。

・マイナンバーの使用開始に予定通
り対応した。

・国が開催している国と地方6団体と
の連絡会議の資料などを収集するとと
もに、県や他市町村との情報交換・協
議に参加

・マイナンバーに関係する各種届出書
類の整備と規則等の改正を実施した

・市レベルで平成27年度準備できること
は、完了。

・平成28年1月からのマイナンバー運用に
は対応終了

2

国
保
年
金
課

医療費適正化対策とデータヘルス
計画（義務）の策定準備

A

・国保保健事業の健康推進
課との連携協議

・国保データヘルス計画
（義務）策定の事前調査実
施

・H26年度合同研修視
察1回・事務協議２回

・データヘルス計画につ
いて必要な策定内容の
明確化

年度末

・市の現状を分析し傾向を把握
する。

・データヘルス事業の策定に必
要な内容の調査を実施、また他
自治体の状況を調査する。

・健康推進課と連携した協議の開
催、国保データによる分析資料の
作成

・先進地視察や県や連合会・県南各
市町村との事務研修等により、情
報の共有し策定のための資料を収
集する。

・健康推進課との連携協議を定期
的実施（上期2回）

・データヘルス計画を策定した新潟
県新発田市を健康推進課と共同で
訪問調査し、策定内容を調査した。

・平成２８年度策定作業の確実な着
手に向けて準備を行う。
（策定の手法・データ分析の方法等
調査）

・健康推進課との連携協議を定期
的実施（下期1回）

・他団体のデータヘルス計画を入手
するとともに、平成28年度予算での
策定計画を立案、予算要求準備し
た。

・健康推進課との連携協議の開催

・平成２８年度策定作業の確実な着手
に向けて準備を行う。
（策定の手法・データ分析の方法等調
査）

・保健・健診事業担当課との情報交換・連
携を実施。平成28年度も継続して実施予
定

・平成28年度からのデータヘルス計画策
定に関する予算準備等を完了

3

国
保
年
金
課

各種証の適正な更新と手続き改正
の円滑な実施

B

・各保険証、受給者証等更
新事務の効率的更新

・福祉医療費の一人親関連
の給付を立替無しに改正

・福祉医療費受給者
証、後期高齢保険証、
国保保険証、高齢受給
者証等の更新
(H26 総数　約70,000件)

・前年度はおおむね適
正に実施された、本年
度は給付方法の変更を
予定する。

年度末

・期日までの確実な交付

・更新作業推進のための事前検
討(3回）と検証（1回）を行う、給
付方法の変更について被保険
者や関係機関の協力と周知を
行う。
医療費支援がより効果的なもの
になるようにする。

※事務の効率化を図るため課内協
議の実施
・関連部署（子育て支援課、税務
課、納税課等）との情報共有及び連
携の強化と制度趣旨の広報告知強
化

・システム管理会社との協議を事前
に実施、県や医師会・国保連合会・
支払基金などと情報交換を行う。

・効率的な作業をプランニングし、作
業時間の縮減を図る。

・各種証の更新を終了

・福祉医療費のひとり親関連を予定
通り変更した。並びに県が予定する
平成28年度からの「福祉医療費中
学生まで拡大」への対応準備を実
施

・おおむね適正に終了した。下期の
短期証・資格証の資格審査委員会
に向けて事務検証を行う。

・県の福祉医療対象拡大（中学生）
に伴う試算と対応予想ならびに状
況把握に努める。

・各種証の更新を終了

・福祉医療費のひとり親関連を予定
通り変更した。並びに県が予定する
平成28年度からの「福祉医療費中
学生まで拡大」の事務対応を終了し
平成28年8月から実施予定

・適正に終了した。下期の短期証・資
格証の資格審査委員会を開催し、判
定を実施した。

・県の福祉医療対象拡大（中学生）に
伴う試算と対応予想ならびに状況把
握に努める。基になる秋田県版総合
戦略（案）と横手市総合戦略(案）の策
定と事業規模の試算・予算要求を実
施

・各種証の更新を終了

・福祉医療費のひとり親関連の変更を予
定通り完了。並びに平成28年8月からの
「福祉医療費中学生まで拡大」の事務対
応の準備を完了。

目標に対する活動（上半期レビュー） 目標達成の状況【output・input】

市民生活部　国保年金課市民生活部　国保年金課市民生活部　国保年金課市民生活部　国保年金課 組織目標管理シート組織目標管理シート組織目標管理シート組織目標管理シート

№ 課室
所名

目標項目
難易度
(ABC)

目標の内容



■平成２７年度■平成２７年度■平成２７年度■平成２７年度

成果分析【outcome】

目標指標の内容 目標の基準値 目標達成時期 目標値 目標達成のための具体的方法 【　現　状　】 【ギャップと対策】 ①達成値・実績値 ②取組・行動内容 ③目標達成による成果

（何を）
（目標設定時の状態・比
較実績）

（いつまでに）
（どの水準までどうする･達成後
の状態）

(具体的な取組・行動の内容・スケ
ジュールの概要など)

上期(4月～9月)の取組実績
(具体的活動・行動)

下期(10月～3月)に向けた課題と
取組の予定(具体的活動･行動)

（目標の達成状況・
現在の状態）

(目標達成のために
行った取組・行動)

(目標の達成による効果、
目標達成できなかった事由)

1

生
活
環
境
課

環境美化推進員制度の統一につい
て

Ａ

ごみ処理統合施設「クリー
ンプラザよこて」整備に伴
い、ごみ分別と収集方法を
統一するので、このことを
周知し指導するための組織
体制を整備したい。

東部、南部、西部それ
ぞれのごみ分別・収集
方法にあわせ、旧市町
村で実施してきた体制
及び組織で対応してい
る。

平成２８年３月末
「クリーンプラザよこて」の稼働
開始にあわせ全市統一の組織
化を図りたい。

・現推進員への説明
・自治会長等への代表者への説明
・制度の調整、条例の改正
・制度の周知

・地域局担当者会議（5月15日）
・ごみ新分別説明会とあわせ説明
実施（4月～9月）
・行政課題説明（6月3日）
・横手市横手地域環境美化推進委
員連絡協議会役員会（8月7日）
・アンケート調査実施（8月）

・原案に関する地域局との意見調
整（10月）
・統一案の確定及び政策会議へ提
案
･行政課題説明会で報告（未定）
・パブリックコメント実施（未定）
・条例改正（3月）

・制度の統一（案）作成
・条例改正、規則改正、要綱等を整
備
・環境美化推進員の手引き作成

・各地域局と調整会議
・地区会議または現組織総会時での
説明会
・アンケート調査
・政策会議にて条例案決定
・予算査定で報償金の金額決定

・全市統一した環境保全，美化活動の推
進を図ることができる。
・ごみの新分別に伴う、資源化、減量化の
推進に期待ができる。
・地域の課題が明らかになる。

2

生
活
環
境
課

温暖化防止実行計画推進体制の確
立

Ｂ
平成２６年度に策定した計
画に基づき市役所内の省
エネ対策を推進する。

現在、率先行動計画に
基づき電気使用量等の
記録しか行っていない。

平成２８年３月末

部局毎に取組み目標を定め、市
役所全体で平成２５年度比で
１％削減を目指す。さらにこの取
組みの状況を市ホームページで
公表する。

・推進員への計画の周知
・計画推進会議の取りまとめ
・推進本部への報告
・点検結果の公表

・部局長会議で庁内推進体制周知
（6月）
・計画のとりまとめ

・推進本部へ報告
・点検結果の公表

・新推進体制で取り組み実施
・取り組み状況
・報告状況掲示板掲載
※点検結果の公表は平成28年度
（目標：25年度比1％削減）

・取組内容、対象施設の報告依頼
・中間の取組状況周知
・H28.5　部局長会議で報告
・H28年度の環境保全審議会にて報告

・地球温暖化防止に向け、計画に定めた
推進体制での取り組み効果が期待でき
る。
※達成できない部局へ新たな省エネ対策
の推進を促す。

3

生
活
環
境
課

ごみ処理統合施設（クリーンプラザ
よこて）整備事業の着実な推進
　　　　　　　　（ハード）

A

①焼却施設（土木建築工
事・プラント工事）工事の実
施
②リサイクルセンター（土木
建築工事）工事の実施
③造成・外構工事の実施

・全体工事の完成（現在
の進捗状況60％を
100％）
①熱回収施設はＨ27.9
まで完成し、試運転後
の性能を確認
②Ｈ27.12末までリサイ
クルセンタ-の完成
③Ｈ28.3末まで周辺外
構、搬入道路・排水構
造物工事の完成

平成２８年3月末

①、②焼却施設・リサイクルセン
ターについては試運転の開始時
期に合わせて完成
③冬期時期に入る前に外構工
事を完成させる。

・①、②、③週間会議を開催し、進
捗状況の確認
・全体会で全体の各種事業の申請
状況や資材の調達・作業員の確保
状況や進捗状況を確認
・降雪前まで外構工事（１２月）まで
に完成させる。３月に全体作業を確
認して完成する

・8月末の進捗率　90.2％（計画
92％）
・プラント部分機器の取り付けが終
了し、試運転を実施して機械及び機
器類等の調整を行っている。
・今後は外構工事の舗装工・排水構
築物工・植栽工などに移行してい
く。

・9月末時点までの工事は、ほぼ予
定どおり進捗しているが、中間検査
及び試運転並びに性能試験を実施
していく予定。
・リサイクル棟と共に外構工事の残
工事の完成
・クリーンプラザ運営事業の実施計
画書完成版策定
・経営モニタリングマニュアルの作
成
・SPC株主の倒産隔離対策、担保
権設定契約書
・ごみ搬入計画・処分計画
・3月末工事完成
・3月末竣工式

・進捗率　99.7％（２月末）
・熱回収施設での試験焼却実施
・リサイクル棟での試験運転実施
・外構工事の完成
・実施計画書の完成
・経営モニタリングマニュアルの作
成
・SPC株主の倒産隔離対策、担保
権設定契約書締結
・竣工式の実施（3/30）

・定例会の開催し、計画（スケジュー
ル）に基づき進捗状況を確認して工事
実施
・対策本部会議で進捗状況を確認
・インフレスライドに基づく変更契約
・中間検査の実施、部分払い
・収集業者（環境協議会）との打ち合
わせ、動線確認、問題検証
・ごみの収集計画調整
・試験焼却の実施
・性能試験の実施

・４月から本稼動
･３保全センターの終了、閉鎖
・ランニングコストの縮減（職員の減）
・市民の利便性、持ち込みごみのワンス
トップサービス効果
・焼却灰の資源化（資源化率の向上）

4

生
活
環
境
課

ごみ処理統合施設（クリーンプラザ
よこて）整備事業の着実な推進
　　　　　　　　（ソフト）

A

横手市新分別移行実施本
部会議を設置して新分別を
市民に周知する。
（南町・金沢・境・黒川・山内
地区は除く）

・横手市新分別移行実
施本部会議を設置
・各地区担当職員へご
みの分別・集積所指導
内容説明会の実施
・地区会議への説明会
の実施(全地域対象36
地区）
・住民説明会の実施
（対象集積庫2,269棟
⇒　2,062棟分の関連す
る町内）

平成２８年3月末

・横手市新分別移行実施本部を
月１回開催し、月の計画を確認
・職員との市民説明会（町内会・
集積所単位）をＨ27.10まで実施
する。
・平成27年度末まで市民に新分
別収集を周知するため随時、本
格実施できるように説明や街頭
指導を行う。

・職員の説明会の実施（６月下旬ま
で）
・市民への説明会の実施（７月から
１２月）
・各種団体（市民会議、地区会議
等）へ年３回説明会の実施
・アパート管理する代表（市民も含
む）などに説明会（７月から１２月）
・全地域一斉試行に伴う集積所街
頭指導（２月から３月）

・横手市新分別移行実施本部会議
を設置（5月25日）
・各町内、集落単位に推進員の割
当（職員延べ883人）
・職員向け新分別勉強会（6/22～
6/30）
・新分別説明会開催（7月中旬～）
・9月25日まで189箇所開催済み（開
催見込318箇所）

・集積庫未整備町内会への対応
・アパート等集合住宅への対応
・試行に向けさらなる説明会の開催
・各集積庫または町内へコンテナ等
の資材配置
・推進員による2月～3月集積所巡
回
・分別不良、問題点の状況把握

・職員との市民説明会（町内会・集
積所単位）をＨ27.10まで実施。　324
回
・2月から市内全域で試行実施（
箇所）

・新分別移行実施本部会議開催
・職員説明会・勉強会の実施
・地域の説明会及び要望地域への説
明会の開催
・アパート等への説明会開催
・ごみの分け方・出し方印刷・配布
・新分別想定質疑応答集作成
・職員による資材配布及び集積所で
の早朝巡回指導
・ごみ集積庫補助金の追加予算
・建設部局との集積庫設置協議
・大型集積庫貸与

・４月から新分別の本格実施
・新分別の推進による資源化率の向上

5

生
活
環
境
課

老朽空き家対策の促進 A
対応が必要な老朽空き家
の課題解決

・空き家総数　1,780棟
・対応が必要な老朽空
き家数　12棟

【平成26年度末現在】

年度末まで

対応が必要な空き家の
①解題解決に向けた道筋・方針
の確立
②応急処置
③解体撤去　等の推進
【解決目標空き家数　12棟】

・空き家所有者の調査、特定
・所有者との協議、助言等行政指導
の実施
・諸法に基づく対応手法の検討、実
施
・所有者不明の空き家への応急処
置の検討

・空家等対策協議会設置条例制定
（6月）
・空家等対策協議会の設置（7月）
・相続財産管理人の申立て（9月）

・特定空家等への対応方針（11月）
・横手市空き家等対策計画改訂版
（3月）
・横手市空家等の適正管理に関す
る条例の一部改正（3月）
・具体施策の見直し、創設（3月）

・解決に向けた道筋、方針の確立
6棟
・応急処置 0棟
・解体撤去 2棟
・未　　　達 4棟

・空き家所有者の調査、特定
・空き家所有者への行政指導、解体
協議交渉等の実施
・空家等対策協議会における個別対
応手法の検討
・空家等対策計画最終案の決定、パ
ブリックコメントの実施

・老朽空き家減少により地域安全度が向
上

・対応手法の検討を含む計画策定協議に
時間を要し、必要度に応じた個別空き家
対応方針確立は一部、未達
・平成28年度7月までに、計画策定、例規
改正を実施

市民生活部　生活環境課市民生活部　生活環境課市民生活部　生活環境課市民生活部　生活環境課 組織目標管理シート組織目標管理シート組織目標管理シート組織目標管理シート

№ 課室
所名

目標項目
難易度
(ABC)

目標の内容 目標に対する活動（上半期レビュー） 目標達成の状況【output・input】



■平成２７年度■平成２７年度■平成２７年度■平成２７年度

成果分析【outcome】

目標指標の内容 目標の基準値 目標達成時期 目標値 目標達成のための具体的方法 【　現　状　】 【ギャップと対策】 ①達成値・実績値 ②取組・行動内容 ③目標達成による成果

（何を）
（目標設定時の状態・比
較実績）

（いつまでに）
（どの水準までどうする･達成後
の状態）

(具体的な取組・行動の内容・スケ
ジュールの概要など)

上期(4月～9月)の取組実績
(具体的活動・行動)

下期(10月～3月)に向けた課題と
取組の予定(具体的活動･行動)

（目標の達成状況・
現在の状態）

(目標達成のために
行った取組・行動)

(目標の達成による効果、
目標達成できなかった事由)

1

東
部
環
境
保
全
セ
ン
タ
ー

ごみ処理焼却施設の維持管理 Ｂ 施設の安定した稼働確保

・昭和59年4月稼働から
32年目

・平成28年3月末で閉鎖

　27年度末まで
　クリーンプラザよこて稼働開始
まで、施設の安定した操業を確
保する

　総合点検の結果に加え、日常点
検の徹底により、効率的・経済的な
施設保全を行い、不測の稼働停止
を防止する

・焼却炉施設清掃点検業務委託契
約の締結・着手
 　Ｈ27.5.27～Ｈ28.2.26

・清掃点検の途中経過を反映させ
た補修工事契約の締結・完了
 　Ｈ27.7.1～Ｈ27.9.7

・日常点検の徹底による施設の予
防保全

・清掃点検業務委託の適切な監理

・切断機チェーン破断、薬剤配管の
詰り、投入ホッパ穴あき等があった
が、一炉運転での対応で、受入れ
業務への支障は回避

・日常点検の徹底と、焼却炉施設清掃
点検業務委託契約の早期締結・着手
 　（Ｈ27.5.27～Ｈ28.2.26）
・補修工事契約の早期締結により、西
部環境保全センター閉鎖前に補修完
了 　（Ｈ27.7.1～Ｈ27.9.7）

　クリーンプラザよこて稼働開始まで、施
設の安定した操業を実現した

2

東
部
環
境
保
全
セ
ン
タ
ー

ペットボトル等処理センターの維持
管理

Ｂ
ペット・プラ圧縮梱包機のラ
イン

・Ｈ26年度中24時間か
ら48時間の稼働停止2
件発生

・搬入物のストックヤー
ドなし

　27年度末まで

・搬入物のストックヤード完成ま
で、長期稼働停止の防止
　
・保全センター閉鎖後も適切な
保守・保全ができる

・定期点検項目の洗出しと、補修の
実施

・不調時の対処記録の作成・引継

・補修の必要がなかった

・一つの項目についてのみ、対処記
録作成

・定期点検項目リストの作成

・冬季不調時の対処記録を作成し、
取りまとめ引き継ぐ

・搬入物のストックヤードは、予算執
行停止につき未完

・ペットラインのメインシリンダ破損
・不調時対処記録　１件

・ペットライン故障時に、ペット処理をプ
ラのラインの調整によって行った

・定期点検項目洗出しのために、Ｈ２８
予算に点検費用を要求

・ストックヤードなしでの稼働になるが、二
つのラインの同時稼働で対応できる

・過去の事例・対処記録によらない、より
適切な保守・予防保全ができる

3

東
部
環
境
保
全
セ
ン
タ
ー

安全対策 Ｂ 朝礼、職場安全経営会議

・始業前の朝礼実施

・職場安全経営会議の
開催

・Ｈ26年度中作業事故０
件

　27年度末まで

・朝礼の継続実施

・安全経営会議の定期開催

・無事故無災害

・職員が毎日朝礼を実施
・毎月１回、各施設の責任者と、安
全対策について協議
・外部研修の活用により、多様な安
全知識を習得

・毎日の朝礼実施に加え、毎月職
場安全経営会議を開催

・無事故無災害

・朝礼の継続実施

・必要に応じ、定期開催以外に職場
安全経営会議を開催

・冬期間の事故ゼロに向けた講習
開催や、情報提供に取組む

・毎日の朝礼実施

・毎月第一火曜日に、職場安全経
営会議を開催

・軽微な物損事故は一件発生した
が、作業事故は０件

・職員が、毎日定時に朝礼実施

・毎月定期・定時に開催

・随時に、施設を巡回点検し、危険個
所の改善を指示

・各部署間での情報共有により、作業事
故の発生を抑止することにより作業効率
を上げた

市民生活部　東部環境保全センター市民生活部　東部環境保全センター市民生活部　東部環境保全センター市民生活部　東部環境保全センター 組織目標管理シート組織目標管理シート組織目標管理シート組織目標管理シート

№ 課室
所名

目標項目
難易度
(ABC)

目標の内容 目標に対する活動（上半期レビュー） 目標達成の状況【output・input】



■平成２７年度■平成２７年度■平成２７年度■平成２７年度

成果分析【outcome】

目標指標の内容 目標の基準値 目標達成時期 目標値 目標達成のための具体的方法 【　現　状　】 【ギャップと対策】 ①達成値・実績値 ②取組・行動内容 ③目標達成による成果

（何を）
（目標設定時の状態・比
較実績）

（いつまでに）
（どの水準までどうする･達成後
の状態）

(具体的な取組・行動の内容・スケ
ジュールの概要など)

上期(4月～9月)の取組実績
(具体的活動・行動)

下期(10月～3月)に向けた課題と
取組の予定(具体的活動･行動)

（目標の達成状況・
現在の状態）

(目標達成のために
行った取組・行動)

(目標の達成による効果、
目標達成できなかった事由)

1

南
部
環
境
保
全
セ
ン
タ
ー

施設の適正稼動と維持管理 A

定格運転による機器損傷
の防止、負荷低減
故障発生時の短期間復旧
による適切稼動の維持及
び焼却量の確保

平成4年稼働開始
（稼働23年目）

施設閉鎖時まで
（平成27年度末まで）

現状の能力を維持し、処理停滞
を防ぐ

・点検業務の徹底による不具合機
器の早期発見と修繕および迅速な
復旧方法の選定
・計画修繕による不稼働日を減らす
スケジュール管理

・焼却停止を未然に防ぐための点
検作業と修繕を実施した

・11月中に焼却作業を終えるため、
点検作業を重点的に実施し、不測
の停止を防ぐ

・焼却業務終了まで、不測の故障も
なく、順調に業務を終了した

・点検の徹底を行った
　「目で見て、音を聞き、手で触って」を
　重点的に行った

・不測の故障もなく、焼却業務を終了した
・不燃物処理においても、同様に最後まで
安定した業務を行えた

2

南
部
環
境
保
全
セ
ン
タ
ー

安全対策の推進 B 作業事故　ゼロ
平成26年度
　作業中負傷者2名

施設閉鎖時まで
（平成27年度末まで）

作業事故　ゼロ

・来場者の場内安全誘導
・作業車両運転時の確実な安全確
認の励行
・場外運行時の安全運転と事故防
止の徹底

・混雑時の安全確保を重点的に
行った

・10月末で一般の受入が終了する
ため、混雑が予想されることから、
さらに注意喚起と安全誘導を実施

・混雑時の安全確保に重点を置い
て安全誘導を行った。
・点検作業中に怪我の発生があっ
た

・敷地内誘導を行い混雑の解消に努
めた
・特殊な現場であることから、空間認
識を含め、安全確保に十分配慮する
よう指示した

・来場者の安全を確保できた
・現場作業において、空間認識の欠如に
より階段を踏み外して、けがをしてしまっ
た

3

南
部
環
境
保
全
セ
ン
タ
ー

地域を汚さないごみ運搬の推進 B

搬入車両からの液だれ、荷
こぼしを起こさない、地域を
汚さない、不快感をもたれ
ないごみ運搬の推進

26年度　苦情なし
施設閉鎖時まで
（平成27年度末まで）

苦情・指摘　ゼロ
個人搬入及び事業系搬入者等への
指導啓発の実施

・窓口での啓発を行ったことから、
苦情や指摘はなかった

・意識啓発の継続 ・苦情、指摘ゼロ
・窓口での意識啓発のため、搬入者に
声掛けを行った

・受け入れ業務終了まで、地区住民等か
らの苦情や指摘がなかった

市民生活部　南部環境保全センター市民生活部　南部環境保全センター市民生活部　南部環境保全センター市民生活部　南部環境保全センター 組織目標管理シート組織目標管理シート組織目標管理シート組織目標管理シート

№ 課室
所名

目標項目
難易度
(ABC)

目標の内容 目標に対する活動（上半期レビュー） 目標達成の状況【output・input】



■平成２７年度■平成２７年度■平成２７年度■平成２７年度

成果分析【outcome】

目標指標の内容 目標の基準値 目標達成時期 目標値 目標達成のための具体的方法 【　現　状　】 【ギャップと対策】 ①達成値・実績値 ②取組・行動内容 ③目標達成による成果

（何を）
（目標設定時の状態・比
較実績）

（いつまでに）
（どの水準までどうする･達成後
の状態）

(具体的な取組・行動の内容・スケ
ジュールの概要など)

上期(4月～9月)の取組実績
(具体的活動・行動)

下期(10月～3月)に向けた課題と
取組の予定(具体的活動･行動)

（目標の達成状況・
現在の状態）

(目標達成のために
行った取組・行動)

(目標の達成による効果、
目標達成できなかった事由)

1

西
部
環
境
保
全
セ
ン
タ
ー

施設の適正稼動と維持管理 A

定格運転による機器損傷
の防止、負荷低減
故障発生時の短期間復旧
による適切稼動の維持及
び焼却量の確保

平成３年稼働開始
（稼働24年目）

施設閉鎖時まで
（平成27年度末まで）

現状の能力を維持し、処理停滞
を防ぐ

・点検業務の徹底による不具合機
器の早期発見と修繕および迅速な
復旧方法の選定
・計画修繕による不稼働日を減らす
スケジュール管理

・処理処分業務終了までの期間、不
測の事故や停止を防ぐことが出来
た

・最終処分場の維持管理の徹底
・すべての業務を安全に故障もなく
終了した

・老朽機器が多くあることから、現状の
能力を落さないよう点検を徹底した
・処分場浸出水処理施設機器の点検
修繕の実施

・施設の廃止手続きへの準備が整った

2

西
部
環
境
保
全
セ
ン
タ
ー

安全対策の推進 B 作業事故　ゼロ
平成26年度
　作業事故　ゼロ

施設閉鎖時まで
（平成27年度末まで）

作業事故　ゼロ

・来場者の場内安全誘導
・作業車両運転時の確実な安全確
認の励行
・場外運行時の安全運転と事故防
止の徹底

・安全誘導により、事故を未然に防
ぐことが出来た ・場外運行時の安全運転の徹底

・搬入者への誘導を確実に行い、事
故の発生もなかった
・場外運行時にも、交通ルールの順
守を徹底したことにより自己及び違
反はなかった

・受入から退場まで、誘導員を配置し
た

・すべての業務を安全に終了した

3

西
部
環
境
保
全
セ
ン
タ
ー

地域を汚さないごみ運搬の推進 B

搬入車両からの液だれ、荷
こぼしを起こさない、地域を
汚さない、不快感をもたれ
ないごみ運搬の推進

26年度　苦情なし
施設閉鎖時まで
（平成27年度末まで）

苦情・指摘　ゼロ
個人搬入及び事業系搬入者等への
指導啓発の実施

・指導啓発により、苦情指摘なし ・業務終了により、なし ・年間を通して、苦情や指摘なし ・指導啓発の実施
・敷地内のみでなく、周辺環境において
も、ごもの散乱や不法投棄等はなかった

市民生活部　西部環境保全センター市民生活部　西部環境保全センター市民生活部　西部環境保全センター市民生活部　西部環境保全センター 組織目標管理シート組織目標管理シート組織目標管理シート組織目標管理シート

№ 課室
所名

目標項目
難易度
(ABC)

目標の内容 目標に対する活動（上半期レビュー） 目標達成の状況【output・input】



■平成２７年度■平成２７年度■平成２７年度■平成２７年度

成果分析【outcome】

目標指標の内容 目標の基準値 目標達成時期 目標値 目標達成のための具体的方法 【　現　状　】 【ギャップと対策】 ①達成値・実績値 ②取組・行動内容 ③目標達成による成果

（何を）
（目標設定時の状態・比
較実績）

（いつまでに）
（どの水準までどうする･達成後
の状態）

(具体的な取組・行動の内容・スケ
ジュールの概要など)

上期(4月～9月)の取組実績
(具体的活動・行動)

下期(10月～3月)に向けた課題と
取組の予定(具体的活動･行動)

（目標の達成状況・
現在の状態）

(目標達成のために
行った取組・行動)

(目標の達成による効果、
目標達成できなかった事由)

1

横
手
衛
生
セ
ン
タ
ー

明るく、健康で働き甲斐のある職場 B

・自己による健康管理

・働きやすい職場環境

・日々の健康管理

・健康診断の受診

・課題の洗い出しと解決
策

・日々のあいさつ

年度末

・日々の体調管理の実施

・健康診断の確認と対応

・理想とする職場環境の確立

・日々の声掛けの実施

・毎日の自己体調管理の実施
・健康診断や人間ドックの全員受診
と再検査の受診
・定期面談及びフリーミーティングの
実施
・熱中症予防研修の実施
・所内打合せ、コンプラでの話合い
と確認

・週2回、終業時に血圧測定を実施
・全員、健康診断及び人間ドッグを
受診
・保健師を招いて、熱中症予防につ
いて研修を実施

・週2回の血圧測定を継続実施
・再検査が指摘された職員の受診
・メンタルサポートの実施

・病気休暇取得者ゼロ

・健康診断と再検診全員受診

・週2回（火・金）血圧測定を実施
・全員、健康診断及び人間ドックの受
診
・熱中症予防のため保健師を依頼し
研修会の実施
・毎日の打ち合わせ、所内会議の実
施により声掛けの場の確保と職員面
談

・血圧測定をすることで、自己の健康管理
に努めるようになり、職員の意識向上に
繋がり、年間を通してスムースな施設運
営が出来た

2

横
手
衛
生
セ
ン
タ
ー

安全で適正な施設管理 B

・情報の共有

・作業事故

・施設の正常稼働と延命化

・安全意識

・毎日の終礼の開催

・作業事故ゼロ

・毎日の点検及び定期
整備の実施

・安全標語の掲示

年度末

・情報共有による安全な作業

・作業事故ゼロ

・リストに基づく日常点検と年次
計画による整備修繕の実施

・安全意識の向上

・報告-連絡-相談の徹底
・電気、作業安全講習会や緊急時
における停止訓練の実施
・雄物川衛生センターとの共助
・チェックリストによる各機器の状況
把握と早期診断早期修繕による施
設機器の延命化
・検査の強化による適正な放流水
の維持
・安全標語の募集

・週1回の所内会議と毎日の終礼を
実施
・定期的な機器の確認と故障の早
期修繕で、正常運転と作業事故の
防止を図った
・放流水の自主検査を週3回に増や
した
・職員から安全標語を募集し、セン
ター内に掲示

・所内会議と終礼を継続し、情報共
有の推進
・電気安全講習会の開催
・施設稼働に影響のない、保守点検
整備作業の実施
・他施設での作業事故等について
情報を共有し、安全意識の向上を
図る

・手の指を裂傷する作業事故１件発
生

・施設を停止させることなく、点検・
整備を実施

・年間を通して、適正な処理水を放
流

・週1回の所内会議と毎日の終礼を実
施
・定期的な機器の確認と故障の早期
修繕で、正常運転と作業事故の防止
を図った
・放流水の自主検査を週3回に増やし
た
・職員から安全標語を募集し、セン
ター内に掲示
・プラントメーカーから技術者を招き、
運転技術向上の研修を実施した

・作業事故１件発生したが、その後は機械
の整備を二人以上で実施することとした。
このことを教訓に安全作業のための意識
向上が図られた。

・放流水の水質検査回数を増やし、情報
を共有することで、職員の運転調整に対
する意識が向上し、検査項目も基準値を
上回ることがなかった

3

横
手
衛
生
セ
ン
タ
ー

環境改善とエネルギー対策 A

・ガーデンシティ及びグリー
ンカーテンの取り組み

・グリーンイノベーションの
取り組み

・５S活動への取り組み

・花が少ない施設環境

・重油、電気の使用量

・５S活動とは

年度末

・「ガーデンシティ：横手」を意識
した施設環境美化

・エネルギーの削減によるコスト
ダウンとクリーン環境

・５S活動の内容と意義

・花苗の植栽による環境美化活動

・グリーンカーテンの実施

・省エネや電力デマンドの活用によ
る節制

・５S活動の常習化

・センター入口通路脇にひまわりを
20ｍ植栽
・重油使用量　－2.5％、電気使用
量　対25年度比+0.79％（対26年度
比　重油　-5.0％、電気　-7.9％）
・放流水を凝集剤の溶融水として再
利用し、上水道使用量を削減

・施設周辺の環境美化と工具等の
整理・整頓の推進
・節電の推進と燃焼温度の調整等
による重油使用量の削減

・センター入口通路脇への花の植
栽

・エネルギーの削減（25年度比）
　　　重油使用量　－1.6％
　　　電気使用量　－4.7％
　　　水道使用量　－36％

・ひまわりの植栽

・焼却炉の効率的な運転

・前処理機器を搬入状況に合わせ、き
め細やかに運転

・放流水の再利用

・前処理施設の運転時間短縮により、電
気使用量はほぼ削減目標を達成、また、
放流水を凝集剤の溶解水として再利用す
ることで、水道使用量を大幅に削減できた
ことにより、職員のエネルギー削減に対す
る意識が高まった

市民生活部　横手衛生センター市民生活部　横手衛生センター市民生活部　横手衛生センター市民生活部　横手衛生センター 組織目標管理シート組織目標管理シート組織目標管理シート組織目標管理シート

№ 課室
所名

目標項目
難易度
(ABC)

目標の内容 目標に対する活動（上半期レビュー） 目標達成の状況【output・input】



■平成２７年度■平成２７年度■平成２７年度■平成２７年度

成果分析【outcome】

目標指標の内容 目標の基準値 目標達成時期 目標値 目標達成のための具体的方法 【　現　状　】 【ギャップと対策】 ①達成値・実績値 ②取組・行動内容 ③目標達成による成果

（何を）
（目標設定時の状態・比
較実績）

（いつまでに）
（どの水準までどうする･達成後
の状態）

(具体的な取組・行動の内容・スケ
ジュールの概要など)

上期(4月～9月)の取組実績
(具体的活動・行動)

下期(10月～3月)に向けた課題と
取組の予定(具体的活動･行動)

（目標の達成状況・
現在の状態）

(目標達成のために
行った取組・行動)

(目標の達成による効果、
目標達成できなかった事由)

1
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明るく、健康で働き甲斐のある職場 B

・自己による健康管理

・働きやすい職場環境

・日々の健康管理

・健康診断の受診

・課題の洗い出しと解決
策

・日々のあいさつ

年度末

・日々の体調管理の実施

・健康診断の確認と対応

・理想とする職場環境の確立

・日々の声掛けの実施

・毎日の自己体調管理の実施
・健康診断や人間ドックの全員受診
と再検査の受診
・定期面談及びフリーミーティングの
実施
・熱中症予防研修の実施
・所内打合せ、コンプラでの話合い
と確認

・週2回（火・金）血圧測定を実施
・全員、健康診断及び人間ドックの
受診
・熱中症予防のため保健師を依頼
し研修会の実施
・毎日の打ち合わせ、所内会議の
実施により声掛けの場の確保

・今後も週2回の血圧測定を継続し
自己の体調管理に努める
・検診等で再検査を指摘された職員
の受診
・毎日の打ち合わせの継続

・新たな病気休暇取得者ゼロ
・健康診断と再検診全員受診

・週2回（火・金）血圧測定を実施
・全員、健康診断及び人間ドックの受
診
・熱中症予防のため保健師を依頼し
研修会の実施
・毎日の打ち合わせ、所内会議の実
施により声掛けの場の確保と職員面
談

・血圧測定をすることで、自己の健康管理
に努めるようになった。健康管理の意識
向上により疾病時は早期診断に努め、結
果病気休暇がゼロで施設の安定運営が
出来た

2
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安全で適正な施設管理 B

・情報の共有

・作業事故

・施設の正常稼働と延命化

・安全意識

・毎日の終礼の開催

・作業事故ゼロ

・毎日の点検及び定期
整備の実施

・安全標語の掲示

年度末

・情報共有による安全な作業

・作業事故ゼロ

・リストに基づく日常点検と年次
計画による整備修繕の実施

・安全意識の向上

・報告-連絡-相談の徹底
・電気、作業安全講習会や緊急時
における停止訓練の実施
・横手衛生センターとの共助
・チェックリストによる各機器の状況
把握と早期診断早期修繕による施
設機器の延命化
・検査の強化による適正な放流水
の維持
・安全標語の募集

・毎日の打ち合わせ及び週一の所
内会議時の報連相
・電気機器の日々の点検確認
・点検により、消耗部品の交換を実
施、安定的及び安全な機器の運転
・自主検査の強化(回数増）
・全員で今年度の安全標語を策定
し、所内に掲示

・毎日の打ち合わせのほか、必要に
応じた情報交換
・電気機器の安全運転講習会実施
・毎日の点検により不具合箇所の
早期発見
・放流水週1回の自主検査を実施

・作業事故ゼロ
・日常の点検整備により施設稼働
停止がゼロ
・年間を通して、適正な処理水を放
流

・週1回の所内会議と毎日の朝礼を実
施
・定期的な機器の確認と故障の早期
修繕で、正常運転と作業事故の防止
を図った
・放流水の自主検査を週2回に増やし
た
・職員から安全標語を募集し、セン
ター内に掲示

・危険作業は一人で絶対にせず、最低二
人以上で実施することとした。このことに
より安全作業に対する意識の向上が図ら
れた。

・放流水の水質検査を増やし、職員間で
情報を共有した。このことにより運転調整
に対する意識が向上した。結果、検査項
目も基準値を上回ることがなかった
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環境改善とエネルギー対策 A

・ガーデンシティ及びグリー
ンカーテンの取り組み

・グリーンイノベーションの
取り組み

・５S活動への取り組み

・花が少ない施設環境

・重油、電気の使用量

・５S活動とは

年度末

・「ガーデンシティ：横手」を意識
した施設環境美化

・エネルギーの削減によるコスト
ダウンとクリーン環境

・５S活動の内容と意義

・花苗の植栽による環境美化活動

・グリーンカーテンの実施

・省エネや電力デマンドの活用によ
る節制

・５S活動の常習化

・グリーンカーテンのほか、花壇の
整備
・重油使用量対25年度　－9.15％、
電気使用量　比-0.66％（対26年度
比　重油　-7.1％、電気　-5.0％）
・５Ｓのうち特に清掃・清潔の強化

・施設周辺、周辺道路の環境美化
の実施
・今以上の節電と効率のよい機器
の運転に努め、燃料の削減

・事務所横にグリーンカーテンの設
置
・エネルギーの削減
　重油使用量　－7.7％（26年度比）
(25年度は工事のため重油使用量
が少ないため、26年度比）
　電気使用量　－4.1％（25年度比）

・アサガオの植栽
・焼却炉及び再生炉の効率的な運転
・機器をチェックし稼動状況に合わせ、
きめ細やかに運転
・定期的な所内清掃及び周辺道路の
美化活動の実施

・インバータを設置したことにより、電気使
用量の削減目標を達成。モーターの稼働
状況を見直すことで、エネルギー削減に
対する意識が高まった

市民生活部　雄物川衛生センター市民生活部　雄物川衛生センター市民生活部　雄物川衛生センター市民生活部　雄物川衛生センター 組織目標管理シート組織目標管理シート組織目標管理シート組織目標管理シート

№ 課室
所名

目標項目
難易度
(ABC)

目標の内容 目標に対する活動（上半期レビュー） 目標達成の状況【output・input】


